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｢新農政｣にたいす る

｢農民最後の防衛戦｣を

組織 しよう.′
-第二次減反政策のもたらすもの

全国の同志の皆さん

｢水田利用再編対策｣という名の第二次減反政策

が､大方の注目を集めることもなく､全国の村々で

実施の段階に入ろうとしている｡食い逃げ労組の利

益のため､前国会で ｢国鉄｣や ｢健保｣の法案を廃

案に追い込んだ強力な革新陣善も､農林水産委員会

のわずか四回の審議で､この新たな減反政策を見過

ごしたのであるOこうして､農林省の一片の省議決

定 (昨年11剛 によって､初年度の減反 (転作)割

当てはすでに市町村への配分を終え､現在､農家各

戸への配分の段階にいたっている｡

私たちは､この第二次減反政策が､農家 ･農業の

みならず ｢地方｣にとって､ひいてはこの国全体に

｢遠方から｣編集委員会･
とって､大きな影響をもつ政策だと考えるものだ｡
｢低成長経済｣を余儀なくされているわが国支配愚
の､支配と収奪機構の新たを再編の一つが､二二㌧
みられるのである｡私たちは､全国のすべての同
志が､第二次減反政策に注目し,すみやが二､これ

にたいする反撃の準備に古手されるよう訴え､以下

に私たちの見解を提起する｡

1.第二次減反政策の内容

はじめに､今回の減反政策の内容を､簡単に整理

しよう｡

水田利用再編対策 (52年11円19日農林省省議決定)

1.実施時期と目標数量

①53年度から10年間の事業で､これを数期にわけ､
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第 1期はむこう3年間とする｡

②第 1期 ･米の減産数量目標 年170万 t

･転作目標面積 年39万 5千ha

･売り渡 し申し込み限度数量 840･万 t

(昭和52年度より40万 t減ト

(参目標は期間中固定する.-

①目標面積の配分は､農林省-恥部守廉-市町村

-農業者の順でおこか ､ゝ農業者別の配分は市

町村長の責任となる｡

3.罰則

C津云作未達成の都道府県には､次年度の目標面積

に未達成相当分を加算する｡

②予約限度数量に関しても､目標未達成分を､次

年度限度数量から差引く｡

③新規開田が行なわれた場合は､その2倍の面積

を､翌年度に加算する｡

3.転作奨励金 (10a当り)

(∋ ｢特定作物｣ (大豆､麦､飼料作物､そば､て

ん菜)と･｢永年性作物 (果樹その他木本性作物､

アスパラガス､チ､シフつ について､基本額 5万

5千円｡

②地域ぐるみ転作加算金｡基準額 1万 5千円最高

2万円)

転作奨励金は以上によって最高で7万 5千円｡

(従来は最高額 6万円一大豆)

4.地域ぐるみ転作

地域ぐるみの計画的転作を推進するため､集落

を最小単位とした区域で､水稲作は農業者全員

による水田利用再編計画を策定し､市町村長の

認定を受け､市町村長はこれを知事に提出して

協議する｡

5.農協管理転作

①農協が仲だちとなり､水田所有者から水田の預

託をうけ､これを転作を目的とした他の耕作者

に貸す｡すなわち農協を仲だちとした請負い転

作である｡

②この場合の条件は､三町歩以上の集団転作であ

ること､品種を統一すること､農協へ一元集荷

することである｡

農林省の希望では､目標転作面積39万 5千haの

うち､107〕ha程を農協管理でさばいてほしいと

い つ｡

以上を通じて､今回の減反政策の大きな特徴とし

て､次の三つが浮かび上ろてくる- O∴

(1罰則を塗もをう転作強制であること｡

従来め減反では単純休耕でも奨励金がでたがく今

回は-一一文にもならか ､｡米の生産調整やあると.ど

もに､なたよりも砿作強制なのである.この転作

は､麦などの総合自給力の向上のため とし⇒われる

が､そこに真のねらいがあるのでか こゝとは､次

の点にもはっきりあらわれている｡

(2肘あるいは農協を責任者とした管理転作であるこ

と｡

｢地域ぐるみ転作｣はいうまでもなく､減反目標

の消化についても､最終的に村単位の責任となる｡

農協の管理転作の場合も､その条件をみるまでも

なく､同様である｡いずれも､村落の ｢共同規制｣

を利用し'ようとしている｡

(3農業における ｢土地流動化｣の意図が明白である

こと｡

農協の請負い転作をみるまでもなく明らかだが､

この点は後にくわしくみることにする｡

2. ｢米は過剰｣か?

｢食管は危機｣か?
さて､農林省力領斤しい減反政策の ｢趣旨｣として

あげているのは､第一に､｢米の需給を均衡させつつ､

農産物の総合的な自給力の向上を図る｣ことである｡

昭和45年度からはじまった第一次減反につづいて､

さらに ｢米べらし｣を進めねばならか ､というので

ある｡ ｢米の過剰｣は､政府の主要なキャンペーン

であり､いまではほとんど疑われることのか )､大

前提のごとくに考えられている｡農協や地方の市長

町長まで､米が余っているという前提のもとに､転

作を受け入れるのも仕方ないとしているのである｡

だがはたしてそうか｡

農林省の見通しによれば､53年度の米の潜在生産

量は､本年度の40万 t増の1,340万 t､総需要量は､

1,170万 t､差引き来年度で 170万 tの過剰という

ことになる｡そして､累積過剰米は52年度末で450

万tに達したという｡

しかし考えてみれば､来年度の過剰米は年間需要

量の1ケ月分余にしかすぎか ､｡また累積過剰米と

いっても､国民の4カ月分の需要を満たすにすぎな

い｡農産物の備蓄に関する農家の ｢歴史的を｣常識
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からすれば､そら恐ろしいほどわずかの貯えである｡

わが国家は､良民の主食について､わずか四ケ月分

の貯えしかないのである｡

こんなことをいえば､むろんひとは､たくさい ｢

農本主義｣や ｢家産国家論｣をもちだしたと､一笑

にふするにちがいない｡しかし､考えてみれば､｢世

界平和｣の恩恵に十分に浴 してきたわが国家と国民は､

いつのまにか､蛇口をひねれば米がでてくやかの錯

覚におちいっているのである｡いいかえれば､米が

｢農産物｣であることを忘れ､あたかも工業製品で

あるかにみなしているのが､国民の ｢常識｣であり､

政府の過剰米キャンペーンもこの錯覚をあてにして

いる｡ ｢世界の工場｣､･｢株式会社｣としての日本に

は関心をもっても､日本という ｢国家｣には関心を

もたなくなっている今日の政府と国民を､私たちは

ここにみないわけにはいかない｡

それゆえ､｢農作物の総合的を自給力の向上を図る｣

という､今回転作の ｢趣旨｣のインチキさも目に

みえている｡わが国の食糧自給率が､諸外国にくら

べても極端に低いことは､ことわるまでもか ､｡し

かしこれは､工業製品のダンピング簡出による諸外

国との貿易不均衡を､農産物輸入によって是正しよ

うとしたことから起ったものにはかならか ､｡基本

法農政による農業の破壊と高度成長経済の達成は､

まさに､農産物自由化の推進と併行しておこなわれ

たことである｡アメリカの余剰小麦の輸入によって､

わが国の小麦自給率がゼロにも等しく低下したこと

を､思いだすまでもか -だろう.

だから ｢総合自給力の向上｣のため､今度は麦を

つくれといっても､内麦の計画的増産の意図も可能

性も､農林省はもっていか )｡現に麦の輸入はふえ

っづけ､消費者物価で､小麦粉は米の4分の1にま

で下っている｡今回転作奨励金で小麦が勧められて

も､こんな ｢買支え｣がいつまでつづくものか｡ア

メリカ小麦の輸入禁 Lをすれば､たちまち米の過剰

かど解消するという農家の主張には､十分な根拠が

ある｡しかしもとより､政府と工業ブルジョアジー

が､麦の輸入規制にふみきれるはずもか ､｡

まして､｢円高｣によって､工業製品貿易のアンバ

ランスが､一斉にクローズアップされている現状で

ある｡むろんこれはたんなるr経済法則｣の結果では

ない｡アメリカをはじめとした先進諸外国の必死の

かけ引にもとづいてもいる｡だが､｢世界平和｣の破

綻が死よりもこわい日本の工業ブルジョアジーは､

国家としての｢総合自給力｣への配慮などそっちのけ

で､農産物輸入の増加に応じか ､わけにはいかか ､｡

これは､工業資本の論理の必然であるとともに､｢ナ

ショナリズム｣を骨のズイまでぬきとられた､日本

のブルジョアジーのどへビアによるのである｡一時

期 ｢タカ派｣とかいわれた青嵐会の中川農相が､な

んの艦抗もなく､農産物輸入の拡大に応じたていた

らくを思ってもみよう｡

それゆえ､｢米の需給均衡｣｢総合的自給力の向上｣

という転作の趣旨は､実現不可能であり､また政府

と財界は本気でそんなことを考えてもいない｡私た

ちは農家の立場で､かつ工業資本の支配に反撃する

イデオロギーの立場から､このことをはっきり表明

しかすればならない｡

では､今回の転作のねらいは､どこにあるか｡こ

の点で､農林省のキャンペーンは ｢食管赤字の解消｣

をうたっている｡農家にたいしては､このまま米の

過剰がつづけば食管制の廃止だというドーカツがな

されている｡そして､食管制の事実上の運用者であ

り食管制のうえになりたっている農協が､一言の低

抗もなくこの ドーカツに屈した｡

ここでもまた､食管制は農家のためにあるという

錯覚が､疑われることなくまかりとかつている現実

がある｡しかしこの制度はもともと､敗戦後の経済

の混乱期に､食糧の ｢安定供給｣をはかるためにつ

くられたものだ｡いいかえれば､復興をめざす工業

資本に安い労働力を供給するためには､労働力の再

生産が安定かつ安価におこなわれる必要があったo

政治的安定のためだけでなく､労働者の ｢食費｣の.

割合をおとすことが､資本の論理からも必要とされ

たのである｡そして戦後食管制は､十分にこの役割

りをはたしたといわねばならか ､｡

もちろん､食管制のなりたちに､農業の復興とい

う意図がなかったとはいわれ ､｡だが右の事実を忘

れて､食管が農家への不当なサービスであり､｢食管

廃止｣を農民をオドスために使うのは､まったく当

をえていをい｡

ここでも､政府は､赤字を理由に食管制を廃止す

る意図など､まったくもっていか -といわねばなら

か ｡ゝ現在食管制を廃止したら誰が本当に困るかを､



すこしでも考えてみるとよい｡この制度はすでに長

い間十分に制度として定着 している｡農政の基軸の

一つである｡だから､その廃止とは､いまの農政を

ひっくりかえすことであり､権力の農村支配の主柱

をはずすことにほかならか､｡そして､労働力の再

生産のための安価で安定した食糧の供給はくずれ､

国民は蛇口から米がでるという錯覚から醒めざるを

えか ､のだ｡だから､この結果起こる ｢大混乱｣を

誰よりも恐れているのは当の政府であり農林省のは

ずである｡さらに食管制のうえにアグラをかして い

る (米の流通過程の独占)現在の農協である｡

逆に､食管の廃止は農民にとって､本当のところ

恐 るべきことをのか｡外国の例からしても､食管な

しには米価は一方的に低落するしかない､などとは

すこしもいえないであろう｡農協が独自かつ自在に､

米の流通を制御する方法はいくらでも考えられるか

らだ｡それに考えてみれば､食管こそ､これまで長

い間にわたって､政府が農業を ｢買支え｣､これによ

って農民を管理する制度と_して機能してきたのであ

る｡その結果､農民は独立した ｢生産者｣としての

自主性や活力､そして本当の意味での抜け目なさを､

奪われてしまったのだ｡いわば生殺与奪の権を政府

ににぎられることによって､他人に頼り上のいいな

りになる根性 を植えつけられてきたのである｡食管

の管理体制がはずされてはじめて､農業が ｢産業｣

として自立 しうるための､必死の活力も抜目をさも､

農民のものになるのではあるまいか｡食糧なしで国

も国民もなりたたぬ以上､農民のかけ引きが不可能

のはずはない｡農民が､農協や自民党ではか )､本

当の利益代表 農民の党- をもちうるのもこの

ときである｡逆にいえば､政府も工業資本も､農民

7)このようか舌力と自主性を､真に恐れているので

ある｡

農民が独立の生産者となり､農業を一つの産業と

して自立させる観点でしさえば､まさに食管廃止恐る

るに足りずである｡政府の ドーかノにたいしては､

｢食管廃止観迎｣をもって答えるべきである｡

もちろん､ここでつけ加えておくべきことがある｡

政府が現在とりたてて ｢食管赤字｣をキャンペーン

するのは､理由のか ､ことではをい｡高成長時代な

らば､黙っていても増加する国家財政を､つまり工

業資本の利潤の-培βを､食管につぎこむことに､さ

したる囲糞勘まなかった｡基本法農政にとって､実の

ところ､食管制は補完的役割りを演 じたのである｡

農業を解体 し農業労働力を流出させることの代償と

して､食管による農業 ｢貫支え｣があったのだと､

先に指摘 したとうりである｡

しかしいまや､低成長と労働力過剰の11封ヒである｡

うちつづく不況のなかで切りつめられた資本の利潤

を､なによりも独占的に防衛せねばならか っゝこう

した工業利潤の ｢階級的を｣防衛の必要こそ､現在

にわかに食管赤字をクロースアップさせたのであるっ

基本法農政による ｢11核農家｣の形成と･一般農民の

流民化- この形での農業の ｢自立｣が失敗にきし

た現在､なお農業を買支えつづけることを､工業7､

ルジョアジーは ｢重荷｣と感じはじめたのである｡

だから､生産者米価のすえおきと､食管赤字の解消

は､今後工業資本の主要をスローガンの一一つ とをっ

ていくだろう｡こんな経済的不合理をこれ以上許容

する余裕を､いまや彼らはもたをいのだ｡後にあら

ためて述べるけれど､このようを工業資本の ｢動機｣

こそ､今回の減反政策を根本で規定しているものな

のである｡しかしむろん､くりかえすが､｢食管赤字｣

解消の要求は､食管制の廃止までも意図するもので

は決 してない｡

さて以上を要約しよう｡政府も世論も､｢米が余っ

ているから｣｢食管赤字がうをぎ昇りだから｣､減反も

やむをえないとしているけれども､今回の減反政策

は､こんな理由からでてきたのではか .ゝまた､｢米

の需給均衡｣や ｢総合自給力の向上｣そして ｢食管

廃止｣､という点に､その本当のねらいがあるのでも

をい- こういうことだ.

それでは､第二次減反の其のねらいはどこにある

か｡

3.転作強制による農業構造の再編
第一一次減反にくらべて､執物をまでに ｢転作強制｣

に重点をおいているところに､今回の減反の著 しい

特色がある｡そして転作のねらいが ｢総合自給力の

向上｣にはないのだから､転作が結果としてもたら

すはずの ｢農業構造の再編｣こそ､今回の眼目だと

いわねばならか ､｡農林省の決定は次のようにいっ

ている-

4



転作により水田利用の再編成を図るとともに､こ

の場合において農地利用の中核農家への集積とそ

の高度利用を促進することにより､高い生産性を

有する農業経営の展開を図り､もって需要の動向

に安定的に対応 しうる農業生産構造の確立を期す

るものとする (水田利開再編対策 ｢趣旨｣)0

だいたい今回の減反がもっぱら ｢転作｣であると

ころに､｢農地利用の中核農家への集積とその高度利

用を促進する｣意図があらわれている｡省力化がす

すんでいる米作なればこそをりたってきた､兼業零

細農の農業にとっては､てまひまのかかる麦つくり

等はそもそもが不可能である｡不可能であるがゆえ

に応じきれないのをみこしたうえでの転作強制であ

る｡そして､転作をあきらめた水田の受け入れ体制

の確立が､まさに､集団転作であり農協管理転作で

ある｡ ｢部落の責任｣という共同体規制のため､兼

業農家といえども転作に水田をさしださぬわけには

いかず､しかもみずから転作しえないとすれば､集

団転作に提供して最高額の奨励金をもらうか､ある

いは農協をつうじで請負いにだすはかない｡しかも､

5反の水田のうち5畝だけ請負いというわけにいか

ぬ道理で､いきおい､兼業農家そのものの脱農化が

すすむ､という読みである｡

基本法農政以来の農政を通じて､百万戸ほどの ｢

中核農家｣への農地の集中､したがって他の零細兼

業農の脱農化が､政策の一貫 したねらいだった｡し

かし､結果は､農業人口のi抽戒はもたらしたものの､

農家戸数のめだった減少はつくりだしえなかった｡

(現在5百万戸弱)米作の省力化が兼業に拍車をか

けもした｡結局､｢土地持ち労働者｣が増加したばか

りで ｢農民の流動化｣は停滞し､ひいては､｢高い生

産性を有する農業経営の展開｣は実現しえなかった

といえる｡農地の実質流動化の代りに､請負い小作

が奨励 されもしたが､その進展も思ったほどにはい

かない現状である｡

それゆえ結局のところ､農地の売買の促進はあき

らめ､もっぱら小作 ･請負い関係を､なんとかして

進展させようとするところに､ここ数年の農政の目

標がむかわざるをえなかったのである｡実際､今回

の転作強制だけでなく､数年前から､｢地域農政特別

対策事業｣など2･3の行政的措置をもうけて､兼

業農家からの土地とりあげをはかっている｡今回の

転作強制は､一片の省議決定であるにもかかわらず

｢新農政｣と呼ばれているという｡も'しかしたら､

土地とりあげを中心にすえた近年の種々の行政をひ

っくるめて､｢新農政｣と呼称されるのかもしれか ､｡

いずれにしても､この ｢新農政｣はその根本を､い

うところの ｢農地利用の中桟農家への集積とその高

度利用｣の促進においているとみてよい｡

これに関連して､さらに政府の意図を敷街するな

らば､官制の ｢地域主義｣｢地方主義｣(/./)とも呼

ぶべき考え方が､新しく前面にでてきている｡今回

の転作が､農業者全員による ｢地域ぐるみ転作｣を

奨励 し､その音頭を役場にとらせるものであること

はすでにみた｡ ｢地域特対事業｣も次のようにうた

っている- ｢地域農業者の創意と自主性によって

進められるこの事業は､従来の上からの農政とちが

ったユニークなもの｣であり､｢新しい村づくり運動｣

を展開する､と｡

このようを ｢新農政｣の意図は､さらに､いわゆ

る三全総 ･定住圏構想によって､より広い政策視野

の一環にすえられているとみることもできる｡新全

国総合開発計画は､三次にわたる ｢手なおし｣をう

けるたびに､官制地域主義の特徴をおびるようにな

ってきた｡高成長と列島改造論の夢破れた時勢の推

移に､対応するものであることはいうまでもない｡･

そして現在､定住圏構想では､生産と流通の､｢地域

内自給体制｣の確立までもうたうようになっている｡

｢新農政｣との関連でいえば､一方で百万中核農家

に土地利用を集積し､｢高い生産性を有する農業経営｣

を自立させる｡そして他方､これによって脱農家し

た4百万戸の ｢もと農家｣の労働力は､高成長期の

ように都会の流民とするのではなく､地域に定住さ

せて地域経済圏にくみこめというのである｡

まさに､いまや猫も杓子も ｢地域主義｣である｡

そして､｢素朴を｣発想からする地域主義や故郷賛歌

は､右のような官制地域主義に花をそえるコーラス

隊の性格を､急速にもつようになっている｡

それというのも､官制地方主義はなにも ｢失われ

た人間性｣や ｢故郷喪失｣にたいする反省からでて

きたものではないからだ｡もはや高度成長は望めな

いという基底的な確認のもとに､この長期不況を利

用して新しい産業構造の転換をはかることこそ､政



府 ･財界の基本的合意事項である｡そしてその一環

としての ｢農業生産構造の再編｣であり､官制地方

主義である｡

くりかえしていうように､低成長と不況､そして

厳 しい国際環境のもとで､資本は､労使の食い逃げ

二大階級の階級的利害を､専守防衛せねばならない｡

この観点でみたとき､日本の農業一一資本の論理外

に孤塁を守ってきた最後の ｢産業｣- を､いまの

ままで､これ以上買支えることは､資本にとってガ

マンならぬものにみえてきたのである｡ ｢食管赤字

の解消｣がこの意味で必要をことはすでに述べた｡

さらに､どうしても擬似 ｢工業製品｣にはなりえな

い日本の農業の､｢総合的自給力の向上｣などに､資

本は一片の幻想ももっていか ｡ゝ ｢国際分業｣と ｢

世界の平和｣は､資本の､戦後一貫した合意事項で

ある｡だから､農産物の自由化促進は無限にすすむ

はずである｡それはわが国が今イ麦も､国家というよ

り ｢世界の工場｣として生きようとするための､必

然的結果である｡

しかしただここで､米だけは例外である｡米を中

心とした ｢中核農家｣の､｢企業農｣としての自立を

促進するということである- ｢高い生産性を有す

る農業経営｣｢需要の動向に安定的に対応しうる農業

生産構造｣の確立である｡これはむろん､基本法農

政以降変 らない農政の主眼であった｡だがこの点

だけは､いままさに本腰を入れて取りくもうとする

理由が､現在の工業資本にはあるのだ｡百万戸車木亥

農家の経営を自立させ､他の4百万戸を農外に追放

し､かくて､食管と補助金で買支えてきた農業の､

財政負担の軽減をはかりたいのである｡

今回の転作強制のねらいが ｢農地利用の流動化｣

におかれているのも､もとをただせば以上の理由に

よる｡それは､資本家的に合理的な農政からの要求

であるとともに､根本で､低成長下の資本の要請な

のである｡決して､高成長下の基本法農政と同一一に

みるわけにはいかか -- だから ｢新農政｣である｡

それゆえ､公私の ｢地方主義｣の大合唱はどうで

あれ､この転作強制だけは､政府が本腰を)Jlてい

るものとみ72すべきである｡個々の水田農家にたい

する実際の影矧 まいうまでもか ､｡多くの農家は､

くきの第一一次減反の経験から､今回もタカをくくっ

いるようだが､彼らが目を醒ます日華月はすぐそこ

まできている｡それに､地域ぐるみの連帯責任の強

制は､村落内部に現実的を不和と割れ目をうみだし

て進行するはずだ｡転作に応じる農家と応じないも

の､専業農と兼業農､農協と農業者､そして農家と

他の職業の--通貨住民とのあいだにである.｡権力者は､

Uでは､ ｢従来の上からの農政とちが-'たユニーク

72もの｣｢新しし巧Iづくり運動｣などと､うまいこと

をいう｡だが､現実にうみだされるのは､村落の共

同体的活力どころか､村内部のいがみ合いであり､

い がみ合いを通じた､村落の相互扶助精神の最糸祁勺

な解体である｡いいかえれば転作を通じた村落内の

いがみ合いによって､農村と地方を最後的に解体す

る影響を､今日の減反政策はもつはずである｡ ｢新

しい村づくり｣などといっても､村などをほとんど

再起不能に解体してきたのが､当の権力だったので

ある｡官制の地方主義などに､私達は一片の幻想もも

っことはできか ｡ゝ大体､権力者みずから､地域主

義の実現などをまじめに考えてはいないからだ｡

4.4百万農家の
ルンペン･プロレタリア化

｢猫も杓子も地方主義｣と私たちはさきに書いた｡

まさにこの大合唱は､私たちの年来の主張である､

｢地方発運動--1也方の革命｣を､一挙にのみこむ

勢いである｡ ｢元祖｣としての私たちが受けとるべ

き ｢特別剰余価値｣は､すでに平均利潤と化したの

か｡

けれども冷静に考えるなら､官制の地域主菜､そ

して ｢新農政｣の達成は､きわめて噛 いといわねば

ならか .ゝ日本の工業資本や政府は､本当のところ

こんなところに､将来のビジョンをすえてはいない､

とすらいわねばならない｡

今回の減反政策では､日本にはすでに ｢中核農家｣

しかか ､みたいに､農地を貸しだし脱農した ｢t,と

農家｣の行くさきについては､ 一言半句も触れてい

か ､｡つまり､後者の41百万J--i農家は､すでに ｢農

政｣の固有の ｢対象｣ではなくなっているのである｡

まさに ｢新農政｣である｡しかし､高度成長期妻ら

ともかく､現在ではこれはとりわけ奇怪なこととい

わねばをらない｡

基本法農政から総合農政にいたる時期が､高成長

と列島改造の15年間に重なっていたことは､すでに

幾度も触れたことである｡この時期こそ､農業から
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追放された労働力は工業と都会へと吸収されたので

あり､またそれが可能だった｡だが､高成長経済へ

の復期が望めない現在は､また ｢失業者百万｣の時

代である｡景気が回復したとしても､労働力がだぶ

つく時代の特徴は安らなし､｡
これは､｢地域経済圏｣の場合にはなおさら当ては

まる｡現に､列島改造論の尖兵として各地に誘致さ

れた工場は､陳並み閉鎖においこまねており､工業

の地方分散は根底から失敗に終-)たo地方農相でも､

失業者と､都会からのUターン労働力が､雇用問題

を深刻にしているのである｡列島改造が可能である

としてはじめて､地域経済圏の自立をどもまじめに

語ることができる｡だが事実は､列島改造論こそ､

日本の工業ブルジョアジー最後のバイタリティーだ

ったのである｡いずれにしても､福田首相のいう ｢

薄日のさす状態｣が今後も担当長期にわたるという

のが､現在の財界 ･政府の一致した腹づもりである｡

だとすれば､農林省がいまになって本腰を入れて､

｢新農政｣の堵外に追放 しようとする農業人口は､

いったいどこへいくのか｡すでに農村の若い労働力

が､事実上農外にでてしまっている現状では､兼業

零細農のこれ以上の脱農のみこみは､きわめて暗い｡

｢新農政｣のこうした背景をみるとき､私たちは新

農政の由来がきわめて奇怪をものと思わざるをえな

い｡4百万戸の農家のLQ)くえについては､三全総と

か定住圏構想とかの総合計画の作文に､ゲタをあづ

けたものとしかいいようもない｡ ｢長期みとおしが

ない｣というのは､農政批判のきまり文句だが､た

しかに､農業の現状を総合的に勘案した長期みとお

しをど､捨てたうえでの新農政である｡

だから､新農政の唯一の由来､動機としていえる

ことは､工業資本の利益防衛のために､いまや農業

をまるごと買支えることが重荷とをった- これに

つきるのだ｡工業資本がその構造再編のために農業

を犠牲にするという図式は､今回もまた見事になり

たっているのである｡たんに ｢円高｣回避のため

農産物輸入を拡大するといった､表層のことにつき

るのではか ｡ゝ工業の再編のために､農業の ｢生産

構造｣を再編 しようとするのである｡今回の転作強

制はその尖兵の一一つ､前後のみさかいもない､農業､

農村の解体再編策を意味 している｡

｢前後のみさかいもか ｣ゝと､私たちはいま述べ

た｡では､農政の狭い枠をはなれて､国家の政策と

政治のレベルでみたとき､その ｢前後のみさかい｣

とはなんであろう｡ ｢新農政｣の外に追放する農家

と農村を､いまの支配体制はどうしようとするのか｡

高成長や列島改造の未来がもはや望めか ､ことは､

すでにくりかえし指摘した｡そしてこの望みをあき

らめたここ数年間､つまり田中内閣の崩壊以降､に

わかに保守からも革新からも等しくクローズアップ

されてきたのが､かの ｢福祉社会｣の未来図なので

ある｡

この ｢福祉社会｣とはどのようなものか｢一私た

ちはこれまでことあるたびに､この社会の性格に注

意を喚起してきた｡図式的にいうなら､この社会は､

大企業 ･大労組の二大食い逃げ階級 ･労資アベック

体制が､支配者の位置にある社会である｡これは福

祉社会の階級構造だが､政治的には､まさに保 ･革

･中道の既成政党が､コップの中の嵐を演 じながら､

食い逃げ階級の利害を代表すべき基本的な合意を維

持 している｡そして他方､政治 ･経済の意志決定を

しうるこれら少数者の外に､大多数の民衆が存在す

る｡民衆はいまでは､昔風に ｢労働者｣とか ｢農民｣

とか､階級的に規定することはできか Cゝ労働者と

いっても､一部 の大企業 ･官公労の組合には属せな

い､非相識労働者である.農民といっても､経済的

精神的に専業農家といえるのはごく少数にすぎか ､｡
要するに､｢大多数民衆｣というしかか ､ような､組

織されず階級意識をももたか )人々の存在であるo

通常､市民とか住民とが乎ばれざるをえか ､のであ

る｡

さて､右のような社会の､階級的政治的構造は､

別にムツカシイことではなく､私たちが日常よく見

知っている事実を､図式的に整理したにすぎか )0

またこの国が､高度成長の15年のなかで､徐々に生

みだしてきた構造であり､時代の転換期に際して､

｢福祉社寺｣の名で呼ばれはじめたことなのである｡

したがってまた､この体制のもとでは､労資アベ

ックの支配のもとに､一般民衆はみずからの組織を

通じて､くりこまれているのではない｡しかし､か

といって､昔風に､警察権力 (支配階級の暴力装毘)

が直接に民衆をおさえつけているのでもか ､｡組織

を通じた支配は高成長期を通じて崩れ､また権力支

配をしきうるほど現在のブルジョアは威勢がか ､｡



だから結局､支配と民衆の関係を､｢福祉｣と呼ぶ政

策が等吉ぶのであるOつまり､労資の二大階級がその

利潤の一部 を､｢自治体｣を通じて民衆に配分する仕

方が福祉である｡

実際､工業利潤が切りつめられてき､その利益独

占が露骨にみえはじめるとともに､労資双方から一

斉に､｢社会的不平等｣や ｢弱者｣の存在と､彼らへ

の ｢社会的責任｣が唱えられはじめた｡総評のいう

｢弱者救済｣である｡この世には二大階級という ｢

強者｣があり､他方多数民衆がその外に ｢弱者｣と

して存在 しているという､この社会の構造を､右の

事実は雄弁に物語っている｡分配の不平等のもとに

おかれた弱者に､利潤の一部 を配分し､不満はあっ

ても暴動にはいたらねようにするところに､福祉の

支配機構 としての性格がある｡

だから､｢福祉｣ といっても､現代では老人子供や

不具者を対象とした奇特な施 しなのではない｡民衆

がみずからを組織せず､誰が味方か敵かを弁別しえ

ぬままに､支配につなぎとめる政策が､一般に福祉

と呼ばれる｡必ずしも､明日の糧もか 状ゝ態に民衆

をおく必要などはないわけである｡

けれども裏をかえせば､福祉という名の支配のも

とにおかれた民衆とは､もはや ｢労働者｣でも ｢農

畏｣でもなく､本質的に ｢ルンペン･プロレタリア｣

の境涯におかれた者だといわねばならない｡そして､

工業化の嵐が去った時点でふりかえるなら､農民こ

そ､まさに典型的かつ先駆的に､このルンプロの状

態におとしいれら打た者だといわか わゝけにはいか

ない｡テレビと電気冷蔵庫をもつからルンプロでな

いのではない｡産業としての農業には､すこしの希

望 もやる気ももらえず､齢会に流れ出ても､組織労

働者にしめだされたところで､将来性もなく働 く以

外にか ､｡これが ｢農民｣であるはずがない｡また､

｢土地持労働者｣などといわ行 こも､かの組織され

た労働者階級 (フロレクリアー ト)の仲間入りをし

たのではない ｡自立した産業の捜 しヰ という自覚と

自信 をもてなくなったとき､そして生活本能から誰

が敏かを見分けられをく怠ったとき､ひとは入金を

ふところに入れていても､根性からしてルンペ ン･

プロレタリアなのであるOそして､農艮だけではな

い｡大都会の住艮､市艮とは､その大部分が､この

ようなプロレタリアの ｢もと農民｣ではないのか｡

すでに総合農政の時期に､農業経済学者の大内力

氏が､中核農家以外の農家は ｢農政｣の対象ではな

く ｢厚政｣の対象だ､といった｡今回の減反政策が､

中核農家以外の農家のゆくえについて､一言半句も

ふれていか )のも､大内氏流にいって ｢農政の対象｣

から完全に兄はなしているからにほかをらない｡そ

して脱農農家の追放 されるさきは､｢厚救｣すなわち

広い意味での ｢福祉及第｣の対象であり､まさにル

ンペンプロレタリアの道なのである｡資本家的に間

尺にあわない農業を､これ以上補助金で買支えるよ

り､財政投融資や公共投資で土方の働き口を増やし

た万が安あがりであり､景気の維持にも役立つ｡ま

がりなりにも独白の ｢産業｣である農業を買支える

より､｢企業農｣を自活させ､他の農家には福祉を施

した万が､妄あがりに決っているのだ｡

さて私たちのみるところ､以上のように､大多数

の農民をルン7-ロの身分に変えることが､｢新農政｣

の未来図である｡いや､｢世界の工場｣と ｢福祉社会｣

日本の未来図である｡未来図とい-)ても遠い将来の

ことではか ､｡すでに私たちはかかる未来に片足を

つっこんでいるのである｡艮衆の大多数は､そこで

は ｢労働者｣でも ｢農業者｣でもか ､｡自分で自分

のことが ｢わけのわからない｣存在であり､したが

-)てお互いに団結することも､味方と敵の国lEJを弁

別することもできか )｡そして結果としては､知ら

ず知ら-f､ひとにぎりのJji'資アペ ソ'7体制の支配が

この社会に貫徹する｡

こうした ｢福祉社会｣こそ､｢地jj主義｣の提昭に

もかかわらず､根本で地jjL･二義をイl-HTT'-JlEにするもの

である｡をぜなら､農業こそ :Jizの上地 を陳･'て占

有し､そこに歴史を積み重ね､風上をかたち-jく･'

てきたのである｡ ｢地ノjJとはこのような風 上の:)

えにこそ､地方であり村である｡ところが､貸本の

論理は ｢世界｣の論甘 ぐあ･)て､そこからは上地や

)iRLLJ)論理はでてこぞい､,Jまさに高度IJkii-の15年､

資本はこのよ:)にして､農業と地jjをlrJ･/fi休 してきた

のであるっその結果としての現在､あLL,たtt!)て ｢'lii

圧闇構想｣とか ｢折しい付-i(り運動｣とかい '-I

i,､そ/i,+i:fJL/)は地ノj日封二仙.しろ:い,,′くりかえ1-

が､州 ｣津 城 を工場にしよう と いう列 鳥改造論は､

川中内 聞とともに潰えた｡だとすれば､甘Iil肌kノji二
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義の地方とは､工業からも農業からも追放された

ルンペンプロレタリアの､吹きだまりでしかありえ

ない｡大都会の流民を全国に散らすことしか意味し

ない｡

資本の論理はもともと ｢世界｣の論理であるから､

そ拙 ままた一定の地域を限って ｢国土｣となすとい

う論理をもともともっていない｡そして日本のフ'ル

ジョアほど､伝統的に､資本のコスモポリタニズム

に骨のズイまで染っている者もいか ､｡私たちはさ

きに､｢総合的自給力の向上を図る｣という､第2次

減反の ｢趣旨｣をみた｡しかし､日本のブルジョア

が､自給力の向上を図りえないことは､国家の食糧

についていえるだけではない｡エネルギーも資源も､

根本のところ ｢国際分業｣に頼っているのが彼らで

ある｡国家としての日本が､どのようにあやうい基

礎のうえにあるかは､さきの石油ショックが如実に

物語ったとうりである｡だからこそ､日本のブルジ

ョアの精神は､一にも二にも ｢世界平和｣の現【犬維

持だというのである｡

けれども､食糧も資源もエネルギーも､外国に頼

って､ただ ｢工場｣｢株式会社｣にすぎない国家とは､

そもそも国の名に値しまい｡しかもこの国家内部で､

民衆はみずから団結すること- ナショナルであ

れインターナショナルであれ- をしえをい状況に､

ますますおかれようとしているのである｡日本型の

福祉社会とは､また､いかなる意味でもナショナリ

ズムを欠いた社会である｡

5.おしなべての農業解体

さて､｢新農政｣の背景を以上のように考えるなら､

今回の減反が農家におよぽす現実の影響を､私たち

はすこしも過′博判面することはできか ｡ゝ一口にい

って､工業資本の支配にたいして､農民は ｢最後の

防衛戦｣の局面にたたされている｡

実際､｢新農政｣のねらいが底深いものだけに､第

二次減反の目標実現すら､多くの困難と農民の抵抗

にあうことが予想される｡基本法農政の15年をもっ

てしても｢土地持ち労働者｣の土地への執着をたち切

ることはできなかった｡今回の転作強制も､どれだ

け ｢土地利用の流動化｣を実現しうるみこみがある

か｡多くの農民は ｢逃げ道｣をさがすだろう- 実

際米の独自の流通ルー トを拡大することも､できを

いことではか )｡ ｢減反には応じか ､｣とはっきり

宣言している農家も､また多い｡こうした困難を克

服する為の農協の管理転作といっても､まったく ｢

農事｣にうとくなっているし､まの農協に､をにがで

きるか｡この点は､役場や普及員とて同じこと､転

作の実際指導などできるわけがない｡また､今年度

に転作をしてみたところで､その将来性にはなんの

保障もか ｡ゝ奨励金が呼び水に7;らなくなったとき､

農家はどのようにふるまうか｡

転作強制のひこおこすこうした摩擦は､あげて村

落内部の不和を亀裂の拡大として結果する｡この不

和にもかかわらず､農林省のいうとおり強引に､他

人の土地を貸り集めうる ｢中核農家｣は､はたして

どのくらいあるか｡まして､工業化と都市化の波が

ピークを過ぎ､過剰労働力の停滞の時代である｡基

本法農政ができなかったことが､現在ならできると

いう理由はなにもなく､まったく逆である,

だとすれば､｢中核農家への土地利用の集積｣は､

頚云作の強制以上に､実現のみとおしのなし､ことに思

える｡中桟農家による ｢高い生産性を看する農業経

営｣の確立は､今回もまた一片の作文に終る可能性

は大きい｡当の中核農家にとっても､今回もまた､

一片の作文に踊らされるだけの結果になるはずであ

る｡

けれども､以上を通じて､転作強制が農家と村落

にもたらす混乱や対立の影響だけは残る｡兼業と専

業とを問わず､農民がますます ｢やる気をなくす｣

ことだけは､確実におこるのである｡だから結局の

ところ､新農政が言外にねらっているのも､このよ

うを､農業と農村の最終的を解体ということではあ

るまいか｡農民をおしなべて､｢農業者｣からルンペ

ンプロレタリアに転化させるのである｡さきに私た

ちは､福祉社会における ｢もと農民｣のルンプロ化

について述べた｡その際に一応留保しておいた ｢中

桟農家｣についても､近い将来に同じ結論を下せる

可能性は大きいのだ｡それに村という風土の解体の

うえに､中核農家の企業農だけが生き残りうるなど

という展望は､真に途方もか ､ことである｡それゆ

え､結果は､おしなべての農業と農村の解体であり､

だからこそ､第二次減反は農民を ｢最後の防衛戦｣

の局面に追いこむというのである｡

だから､裏を返せば､農民は､専業も兼業もとも
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に､転作強制のもたらす苦労と､村落内の摩擦とを

逆手にとって､いまこそ､最後の防衛戦を戦う以外

にない｡をんどもいうように､今回の転作はむきだ

しの工業資本の利益防衛にもとづいている｡ ｢米の

過剰｣とか ｢食管赤字｣とかでおどかされても､農

民がこれ以上脱農化する動機は､農民自身には実は

なにもないはずである｡労働力のダブつく時代では､

高成長期のように､たんなる収入の多寡で脱農する

ことはないのだ｡若者もふくめて､帰農する者が増

えはじめているのも事実なのである｡

だから､今回のヰ云作強制は､考えてみれば純粋に

農業にたいする ｢外部 ｣からの強制である｡ ｢経済

外的な強制｣である｡第二次減反が農家と農村にも

たらす苦労や混乱のよってきたるところは､純粋に

農家の外にあるのであり､ここにこそ､農民が ｢最

後の防衛戦｣ を戟いうる根拠がある｡一口にいえば､

個々の農家が､村落で共同 して､｢転作には応じか ｣ゝ

という態度をつらぬけばよいのである｡それで損を

することは､農家にはほとんどか 二もない｡

たしかに実際には､｢米の過剰｣と ｢食管赤字｣の

キャンペーンが､ 一般市民だけでなく､役場や農

協までに浸透 している｡ ｢農協でパンは売ちか ｣ゝ

などというコソクを対応 しかとらぬことで､農協は

戦わずして政府のまえに屈 した｡しかしこうした状

況は､農民の ｢最後の防衛戦｣にとって､不利をこ

とばかりではない｡農民はみずからの敵が､たんに

かなたの政府や自民党だけでなく､身近なところに

こそ存在することに気づくであろう｡気づくことに

よって､農民の戦いは､本ものの ｢防衛戦｣に飛躍

するであろう｡

私たちは､地方の同志の皆さんに､農民であろう

となかろうと､この防衛戦のために､各地で協働す

ることを訴える｡農民の防衛戦を､工業資本の支配

と民衆のルンプロ化にたいする総反撃の､突破口と

しよう｡

6.何から始めるべきか

｢転作には応 じない｣を合言葉に.′

今回の転作強制にたいしては､一切の ｢条件闘争｣

は不可である｡奨励金の割増､他の名目による補助

金の導入､転作割当ての軽減､転作の他人への転化､

連帯責任による割当ての消化､農協への預託･-･･-等

々､転作に応 じることを前提とする一切の対応は､

政府の思うツボである｡

政府の思 うツボにはまちか -ため､ていねいな説

明で､｢米の過剰｣や ｢食管赤字｣の悪宣伝の影響を､

農民からとりのぞくことだ｡転作に応じないことで

農家は損をしないし､政府以外に迷惑をかける者は

誰もいないことを､納得させねばならか )｡

まず ｢調査｣せよ./

第二次減反は､現在村落内の各個配分の段階にき

ている｡なによりもこの配分の実態について調査せ

よ｡各農家はどう対応するか､役場や農協はどうか｡

配分をめぐってどのような不和と対立が発生してい

るか｡

たとえば茨城県のある町では､割当の95haをそっ

くり､新規に開田した農家におしつけて処理 しよう

という意見がでてもめている｡茨城県では､52年度

の水田休耕 ./第一次減反による)面積が 1万4千haに

たいして､新規開田(陸田)が千6百haもあった｡陸

田を開田した農家がその分水田の転作に応じろとい

うのが､この町の理屈である｡また､埼玉県東部の

17市町村は､農業用水路の整備をど､｢転作にあたっ

ては県内他地域より手厚 い対策をとること｣を県に

認めさせ､1月11日やっと市町村割当てを受け入れ

た｡

このように､転作の配分過程には､良くも悪くも､

現在の農民と農業のあり様が､露呈されるはずであ

る｡これを調査することによって､いくつかの典型

的パターンを全国的に抽出し､転作が農業と村落に

およぽす影響をはっきりさせよう｡この調査によっ

て､転作にたいする戦い方も､明瞭に賞体化されるO

ここで調査とは､むろん､｢転作に応じるを｣としゝう

私たちの説得にたいする､農民の回答をも意味する

ものである｡

来年度の作付け期を目標に.′

今年度の転作は初年度であり､また多くのJu&艮は

タカをくくってもいるであろう｡政府が本当に転作

強制に本腰を入れていることに､農民が気づくのは､

今年度禾消化分が罰則として上乗せされる来年度で

あろう｡だから､本年度の転作実施過程に介入し､

工作し調査 しよう｡そして来年こそは､転作拒否の

行動に移るときである｡

転作拒否の連合戦線を.′
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県内外で､来年度はじめを目標として､転作拒否

の連合戦線をつくろう｡とりわけ､転作拒否の工作

者は､全EEI的に適合しよう｡既成政党に頼るのは一

切不可である｡原則として､･既成の農業組織 (農協

から農政連､農民組合を含めて)に頼ることも一切

不可である｡そして来春はときあたかも統一地方選

挙である｡転作拒否を最大の焦点として､政治戦線

を張る絶好の機会だ｡

私たちは前回の統一地方選以降､地方党運動の推

進のため､全回的な連結と工作をつみ重ねてきた｡

そして当然､この活動は当面､第二次減反問題とこ

れに関連しての統一-地方選に､焦点を合わせるよう

決意している｡全国の同志の皆さんの協力を切に希

望し､また､転作拒否の力を結集するために最大限

の助力をおしまないつもりでいる｡

ヽ ●
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